介護福祉サービス（訪問介護）重要事項説明書

利用者に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者が利用者へ説明すべき重要事項は、次のとおりです。 
1. 事業者（法人）の概要 
	事業者（法人）の名称 
	YADORIGI合同会社

	主たる事務所の所在地 
	〒771-1211　徳島県板野郡藍住町徳命字元村東22－22

	代表者（職名・氏名） 
	代表社員　廣瀬　健二 

	設立年月日 
	令和6年6月13日 

	電話番号 
	088-624-9535


2. ご利用事業所の概要 
	ご利用事業所の名称 
	訪問介護ステーションやどりぎ

	サービスの種類 
	訪問介護 

	事業所の所在地 
	〒771-1211　徳島県板野郡藍住町徳命字元村東22－22 

	電話番号 
	088-624-9535

	指定年月日・事業所番号 
	令和7年1月１日指定 
	３６７１５02320

	管理者の氏名 
	廣瀬　健二

	通常の事業の実施地域 
	徳島市、鳴門市、板野郡


3. 事業の目的と運営の方針 
	事業の目的 
	要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービスを提供することを目的とします。 

	運営の方針 
	事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止のため、適切なサービスの提供に努めます。


4. 営業日時 
	営業日 
	月曜日から金曜日までとする。ただし、8/12～8/15, 12/29～1/3を除く

	営業時間 
	午前9時00分から午後5時00分までただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供につきましては、 365日対応可能な体制を整えるものとします。 



事業所の職員
5. 体制  
  一　管理者　１名（専従）又は（訪問介護員と兼務）
      　管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二　サービス提供責任者  １名以上（専従）又は（訪問介護員と兼務）
　　サービス提供責任者は、指定訪問介護の利用申込みに係る調整、訪問介護員に対する技術指導、訪問介護計画等の作成等を行う。
  三　訪問介護員　　　　　　　　　　2.5名以上　　　　　　
　訪問介護員は、適切な技術を持って指定訪問介護の提供に当たる。

6. サービス提供の責任者 
利用者のサービス提供の責任者は下記のとおりです。 
サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。 
	サービス提供責任者の氏名 
	廣瀬健二、三原裕子


7. 提供するサービスの区分と内容 
	①身体介護 
	利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を
高めるための介助や専門的な援助を行います。
例）起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、
清拭(せいしき)、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院･外出介助など 

	②家事援助 
	家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。
例）調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など

	③ 通院等のた
めの乗車又は
降車の介助
	通院や外出のため、訪問介護員等が運転する車両への乗車又は降車の介助
とあわせて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助や、通院
先もしくは外出先での受診等の手続きや移動等の介助を行います。


8. サービスにあたっての留意事項 
(1) 訪問介護員について 
サービスの提供にあたり訪問介護員は以下の業務が行えませんのでご注意ください。 
1 医療行為 
2 利用者もしくはそのご家族等の金銭、預金通帳、証書、書類等の預かり 
3 利用者もしくはそのご家族からの金銭または物品、飲食の授受 
4 ご利用者の同居家族に対するサービスの提供 
利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除、草刈り、植物の水やり等 
5 利用者宅での飲酒・禁煙・飲食 
6 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 
（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除く） 
7 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス（大掃除、庭掃除など） 
8 利用者又は家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為 
(2) 市町村の支給決定内容等の確認 
サービス提供に先立って、受給者証に記載されえた支給量・支給内容・利用者負担上限額を確認させていただきます。受給者証に何らかの変更があった場合は事業所へお知らせください。 
(3) 個別サービス計画等の作成・サービス内容の変更 
1 利用者及び家族の意向に配慮しながら「個別サービス計画」を作成します。 作成した「個別サービス計画」は利用者又はご家族に内容説明を行い確認していただき、同意を得たうえで利用者またはご家族からの署名、捺印をいただきます。サービスの提供は「個別サービス計画」に基づいて行います。実施に関する指示や命令はすべて事業者が行いますが、実際の提供にあたっては利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行います。 
2 訪問時に利用者の体調等の理由で「個別サービス計画」に記載されている、サービスの実施ができない場合には、利用者の同意を得て、サービス内容を変更させていただく場合があります。
その場合､事業者は変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 
また、サービス利用の変更、追加は従業者の稼働状況により、利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか､他事業所を紹介するなど、必要な調整をいたします。 
(4) サービス提供の記録について 
1 サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用者にその内容のご確認をしていただき捺印をしていただきます。 
2 これらの記録はサービス完結の日から５年間保存し、利用者は、事業者に対して保存されるサ
ービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 
（複写等にかかる費用は実費を負担いただきます） 
9. 秘密の保持と個人情報の保護について 
事業者は利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を尊守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 
(1) 利用者及びその家族に関する秘密の保持について  
1 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 
2 また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 
3 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約締結時に従業者からの誓約事項とします。 
(2) 個人情報の保護について 
1 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等他の障がい福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また、利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。 
2 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 
3 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じて、その内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅帯なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲で訂正等を行うものとします。（開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。） 
 	 
10. 利用者負担額 
前記サービスの利用に関しては、法令に従い受給者証の記載内容に基づく利用者負担額もしくは市町村の決定する利用者負担額『利用者本人及び扶養義務者の負担能力に応じ市町村が決定する。


11. 利用料金 
1 別紙参照

12. キャンセル料 
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。 できるかぎり早めに事業所へご連絡ください。 
	キャンセルの時期 
	キャンセル料 

	利用予定日の前日 
	0円 

	利用予定日の当日 
	1回 1,000円 


 
13. 支払い方法 
利用者負担分の金額は、１ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、60 日以内に送付します。  
14. 緊急時における対応方法 
(1) サービス提供中の対応 
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の医療機関へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 
	利用者の医療機関
	医療機関の名称
所在地
電話番号 
	 



(2) 利用者･家族からの要請 
利用者又はその家族等からの緊急時の要請に速やかに対応するため、365 日下記時間内において電話受付を行います。要請の内容に応じて､関係者への連絡､訪問により対応します。
 
	緊急時対応時間･
連絡先 
	9:00～17:00 / 電話番号 088-624-9535(事業所) 


15. 事故発生時の対応 
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また利用者に対する居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行います。 
16. 苦情相談窓口 
(1) サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 
	事業所相談窓口 
	電話番号  088-624-9535/ 廣瀬　健二
	対応時間　祝日・年末年始（12月29日から翌年の1月3日まで）を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで

	藍住町地域包括支援センター
	徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52番地１
電話：088-637-3175
	祝日・年末年始（12月29日から翌年の1月3日まで）を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

	徳島県社会福祉協議会
	徳島県運営適正化委員会
〒770-0934 徳島市中昭和町１-２
TEL（088）611-9988　　　
FAX（088）611-9995
	毎週月曜日～金曜日
（年末年始・祝祭日を除く）
午前９：００～午後５：００

	徳島県国保連合会
	苦情専用665-7025 （088-665-7205）
	祝日・年末年始（12月29日から翌年の1月3日まで）を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。



令和　年　月　日 
  
事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 
 
事 業 者 
所 在 地  　徳島県板野郡藍住町徳命字元村東22－22
会社名　　YADORIGI合同会社
代 表 者 　 代表社員　[image: ]
 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 
利 用 者
住所　　
氏名
 
署名代行者（又は法定代理人）
住所   
本人との続柄 

氏名
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訪問介護利用料金表

単位数 1割負担 ２割負担 ３割負担

身体介護０１ 20分未満 163 163 326 489

身体介護０２ 20分未満 163 163 326 489

身体介護１ 20分以上30分未満 244 244 488 732

身体介護２ 30分以上1時間未満 387 387 774 1161

身体介護３ 1時間以上1時間半未満 567 567 1134 1701

身体介護４ 1時間半以上2時間未満 649 649 1298 1947

生活援助２ 20分以上45分未満 179 179 358 537

生活援助３ 45分以上 220 220 440 660

身体１生活１

身体介護1+生活援助20

分以上45分未満

309 309 618 927

身体１生活２

身体介護1+生活援助45

分以上70分未満

374 374 748 1122

身体１生活３

身体介護1+生活援助70

分以上

439 439 878 1317

身体２生活１

身体介護2+生活援助20

分以上45分未満

452 452 904 1356

身体２生活２

身体介護2+生活援助45

分以上70分未満

517 517 1034 1551

身体２生活３

身体介護2+生活援助70

分以上

582 582 1164 1746

身体３生活１

身体介護3+生活援助20

分以上45分未満

632 632 1264 1896

身体３生活２

身体介護3+生活援助45

分以上70分未満

697 697 1394 2091

身体３生活３

身体介護3+生活援助70

分以上

762 762 1524 2286

通院等乗降介助 97 97 194 291

〈加算〉

訪問介護初回加算 200 200 400 600

問介護処遇改善加算Ⅱ 22.40%

総利用単位数に応じて22.4％を乗じて

単位数を加算します。（毎月）

身体介護

生活援助

身体介護+生活援助

１回

初回時もしくは最後にサービスを受け

てから2カ月以上経過した利用者様。


